
 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 219条第２項の規定により、令和３年５月会議に

市議会の議決を経た予算の要領を次のとおり公表する。 

 

 令和３年５月７日 

 

南砺市長 田 中 幹 夫 

 

５月会議に議決を経た予算 

 議案第 ５１号 令和３年度南砺市一般会計補正予算（第２号） 

議案第 ５２号 令和３年度南砺市バス事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第 ５３号 令和３年度南砺市国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第１号） 


































































